
※

   □にはレ印をつけること。使用料は、使用許可手続きの際、現金で納付すること。
   使用前、使用後は係に申し出ること。※欄は記入しないこと。
   大型ミキサーは、粘性のある食品（こんにゃく等）には使用できません。 19.10.01ver.

17:00～22:00 130 時間

08:30～17:00 1,100 時間

17:00～22:00 1,320 時間

08:30～17:00 330 時間

17:00～22:00 440 時間

佐那河内村長　　殿

08:30～17:00 110 時間

08:30～17:00 550 時間

17:00～22:00 660 時間

08:30～17:00 330 時間

17:00～22:00 440

佐那河内村農業総合振興センター使用許可申請書

時間

08:30～17:00

単　価
(1時間当たり)

③　　小　　計②　　小　　計

 □  冷暖房(1階会議室) 時間 1,100

 □  豆腐加工機 時間

時間

08:30～17:00 550 時間

17:00～22:00 660 時間

 □  味噌機(大) 時間 330

佐那河内村農業総合振興センター使用許可書
申請のとおり使用を許可します。

令和　　　年　　　月　　　日

佐那河内村長

使用目的

使用人員

申 請 者

　 住所 　 ：

  団体名　：

人　　 使 用 料　①＋②＋③ 円　　

  代表者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

kg 160

 □  冷暖房(2階会議室)

付属設備 時間・回数
時間・

回数単位
金額(円)

 □  二重回転釜 時間 160
時間 550  □  蒸し器(小) 時間 160

時間・
回数単位

金額(円)時間・回数

時間 60

時間 550
 □  冷暖房(農産加工室) 時間 1,100

 □  冷暖房(第2研修室) 時間 550

 □  製粉機　1.0kg kg 60
 □  加工用ボイラー 時間 1,100

時間 330

 □  フィニッシャー 時間 110
 □  シール機　1袋 袋 5

60

回 210

時間 1,100
時間 1,100

時間 160
時間 550

時間 110
時間 80

時間 60
回 220

時間 110
時間 280

袋 5

 □  冷暖房(調理実習室)

①　小 　計　(冷暖房使用料除く)

 □  パン加工機器

 □  大型ガスコンロ　1台

 □  大型ガスコンロ　2台

 □  冷暖房(第1研修室)

 □  冷暖房(集会室)

 □  味噌機(小)

 □  レトルト

 □  真空包装機　1袋

 □  打栓機

 □  穀物膨張機

付属設備

 □  大型ミキサー

 □  蒸し器(大)

 □  自動発酵機10kg

 □  餅つき機

 □  ガスオーブン

※受付
※番号

令和　　　　年　　　月　　　日

   □ 5,500

   □ 11,000

   □ 1,100

   □ 3,300

   □ 5,500

   □ 3,300集会室
(2階大和室)

2階会議室
(2階小会議室)

調理実習室

農産加工室

   □ 

   □ 

   □ 

   □ 

   □ 

   □ 

   □ 

1階会議室

第1研修室
(2階小和室)

第2研修室
(2階大会議室)

550 時間

17:00～22:00 660

金　額
(円)

全日(08:30～22:00) (円)

   □ 5,500

　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　  　：　  　　　～　  　　　：　  　　　迄）使用日時

会場・施設 使用時間

時間

   □ 玄関ホール
08:30～17:00 550 時間

   □ 5,500
17:00～22:00 660 時間

使用する場合は必ず建設課にご相談ください


